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高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

 令和７年１２月２３日 
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高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 高島市職員の給与に関する条例（平成１７年高島市条例第４５号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項第１号中「４１６，６００円」を「４１７，６００円」 

に改め、同項第２号中「５１，６００円」を「５２，１００円」に改める。 

第１７条第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め

、同号エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同号オ中「

１２，９００円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００

円」を「１６，６００円」に改め、同号キ中「１８，７００円」を「１９

，７００円」に改め、同号ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」

に改め、同号ケ中「２４，４００円」を「２５，９００円」に改め、同号

コ中「２６，２００円」を「２９，１００円」に改め、同号サ中「２８，

０００円」を「３２，３００円」に改め、同号シ中「２９，８００円」を

「３５，５００円」に改め、同号ス中「３１，６００円」を「３８，７０

０円」に改める。 

第２３条第１項中「６，１００円」を「７，７００円」に改め、同条第

２項中「２２，０００円」を「２３，５００円」に改める。 

第２５条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に

、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項

中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の７

０」を「１００分の７２．５」に、「１００分の１０５」を「１００分の 

１０７．５」に、「１００分の６０」を「１００分の６２．５」に改める。 

第２８条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．

５」に、「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、同項

第２号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に、「１００分の



６０」を「１００分の６２．５」に改める。 

別表第１および別表第２を次のように改める。 



第２条 高島市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２５条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２６．２５

」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に

、「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に、「１００分の

１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の６２．５」

を「１００分の６１．２５」に改める。 

第２８条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０

６．２５」に、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」

に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５

」に、「１００分の６２．５」を「１００分の６１．２５」に改める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（高島市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」とい

う。）第２５条第２項および第３項ならびに第２８条第２項の改正規定を

除く。次項において同じ。）による改正後の給与条例の規定は、令和７年

４月１日から、第１条の規定（給与条例第２５条第２項および第３項なら

びに第２８条第２項の改正規定に限る。）による改正後の給与条例の規定

は、令和７年１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正

前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規

定による給与の内払とみなす。 


